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DBJグループ独自の役割を担い続けるために
ガバナンスの不断の強化に取り組み
持続可能な社会の実現に貢献してまいります

取締役会議長メッセージ

独自のサステナビリティ経営と 
ビジネスモデル展開へ向けて

　DBJグループは、株式会社日本政策投資銀行法
の主旨を踏まえ、持続可能な社会の実現を目指し
て経済価値と社会価値を両立させるサステナビリ
ティ経営及び投融資一体型のビジネスモデル展開
を進めています。足下においては、特定投資業務
などを通じたリスクマネーの供給によって時代を先
取りする取組をサポートするとともに、こうした取組
について民間金融機関などと連携・協働すること
で我が国のリスクマネーの資金循環を厚くしていく
ことを目指しています。また、新しい分野への投融資
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を通じて、我が国経済の競争力強化に貢献すると
ともに、地域金融機関との協働ファンドを立ち上げ、
地域ごとの課題に応じたリスクマネーの供給を行っ
ています。
　他方、災害時などの危機対応時には迅速に資金
を供給する役割を担っており、これまでも東日本大
震災、熊本地震などの事案において、また近年で
は新型コロナウイルス感染症による被害への対応
などにおいて、その役割を遂行してまいりました。　
　こうした業務を軸に、DBJグループは引き続き持
続可能な社会の実現に向け、第5次中期経営計画
において特に“つなぐ”機能を発揮する分野として
示した「GRIT戦略」（  P16）を踏まえながら、お客
様視点で投融資案件を創出してまいります。

独自の役割に即した 
ガバナンスの実効性を高めるために

　DBJグループが、その独自の役割を担い続けて
いくうえでコーポレート・ガバナンスの充実は不可
欠であり、経営の透明性の確保、外部有識者の知
見反映の観点から、取締役会の諮問機関として業
務監査委員会、報酬委員会、人事評価委員会を
設置しています。そして、こうした仕組みの実効性
を高めるためには、ステークホルダーの皆様のご

意見にしっかり耳を傾けることが大事だと考えてい
ます。
　なかでも、適正な競争環境のもとで、民間金融
機関の皆様との連携・協働を図ることが極めて重
要であることから、具体的な活動として民間金融機
関の皆様との意見交換の場を年2回程度設けてお
ります。また、特定投資業務に関しては、業務の実
態や民業の補完・奨励及び適正な競争関係の確
保などの状況について審議・評価を受けるため、別
途、特定投資業務モニタリング・ボード（  P60）を
取締役会の諮問機関として設置し、年2回開催して
います。さらに、これらの議論を通じて得られたご
意見は取締役会の諮問機関であるアドバイザ
リー・ボード（  P60）に報告され、ご審議いただい
ています。
　このような多様なステークホルダーの皆様との対
話を通じて、独自の価値創造プロセスの不断の見
直しを行っていくことも、DBJグループのコーポレー
ト・ガバナンスの特徴であると考えています。
　また、こうした制度的な仕組みの充実とあわせて、
公的な立場に立つDBJグループには社会全体に対
して説明責任を果たすという意識を持つことが必
要です。すなわち既存のステークホルダーの枠を
超えた社会全体が株主や投資家に等しい重要な
存在であり、それゆえ社会に対する丁寧な説明、 

情報開示が常に求められているという意識を持つ
ことが重要であると考えています。

経済価値と社会価値を両立させる 
価値創造プロセスを実現する

　DBJグループは、社会やお客様の課題を解決し、
経済価値と社会価値を両立させながら持続可能な
社会を実現します。これまでも、この両立に向けた
価値創造プロセスの実行、すなわちサステナビリ
ティ経営を進めてまいりました。この経済価値と社
会価値の両立の重要性が一段と増すなかで、リス
クマネー供給を軸とした独自のビジネスモデルを
構築するとともに、お客様そして社会から信頼して
いただけるようベストプラクティスを積み上げてい
くことがさらに重要であると考えており、多様なス
テークホルダーの皆様との対話及び実効的なガバ
ナンスの充実に向けて、より一層の努力を重ねてま
いります。

2023年8月
代表取締役社長
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コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス

（参考）主務大臣の認可事項
　•  代表取締役及び監査役の選任等
　•  取締役の兼職
　•  定款の変更
　•  剰余金の処分
　•  合併・会社分割・解散の決議
　•  事業計画、償還計画、資金調達に関する基本方針　等

監査役／監査役会

業務監査委員会

人事評価委員会

報酬委員会

アドバイザリー・ボード

特定投資業務モニタリング・ボード

審議機関

取締役会

経営会議

業務部門

各子会社

報告

報告

連携

監査

監査

株主総会

ALM・リスク 
管理委員会

一般リスク 
管理委員会

投融資 
決定委員会

新業務等 
審査会

投融資 
審議会 投資統括会議サステナビリティ 

委員会

決定機関

会計監査人

監査部

DBJグループの特色を活かしたビジネスモデルを支える、独自のガバナンス機能を有しています

特に関連するマテリアリティ

リスクマネー供給に 
向けた経営基盤強化
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　DBJは株式会社日本政策投資銀行法（DBJ法）において、下記の通り、その目的を規定されています。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス

株式会社日本政策投資銀行（以下「会社」という。）は、（中略）長期の事業資金を必要とする者に対する資金供給の円滑化及び
金融機能の高度化に寄与することを目的とする株式会社とする。

DBJ法 第一条

　上記目的の適切な遂行と、投融資一体などの特色を活かしたビジネスモデルに
基づく事業活動を通じて、投入する有形・無形の経営資源の価値を高め、経済価値
と社会価値の両立を目指すサステナビリティ経営を実現すべく、取締役会・監査役
（監査役会）設置会社としての通常の経営監督機能に加え、独自のガバナンス機能
を有しています。
　2015年のDBJ法改正において、業務を行うにあたって他の事業者との間の適正
な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することが義務づけられたこと、特
定投資業務が創設されたことを踏まえ、「取締役会」の諮問機関として、社外有識者
及び社外取締役により構成される「アドバイザリー・ボード」、社外有識者により構
成される「特定投資業務モニタリング・ボード」を設置し、経営全般への助言や民
間金融機関との適正な競争関係の確保に関する審議・評価、特定投資業務の政策
目的との整合性を含む業務実績等の審議・評価を受けています。
　DBJグループの企業理念のもと、業務の適正及び経営の健全性を確保するとと
もに、効果的かつ効率的な業務運営を行うため、「関係会社管理規程」においてグ
ループ経営管理に関する基本的事項を定め、一体性のあるグループ経営管理を実
施しています。主要子会社については、DBJの基本方針及び規程を準用して経営管
理を行うことを基本とし、内部態勢の整備に関して、必要な指導・助言を行うととも
に、業務運営に関する重要な事項については、事前協議または報告を受けることと
しています。また、主要子会社における法令等遵守、リスク管理、顧客保護等の状
況や、DBJの内部監査部署が実施した主要子会社に対する内部監査の結果につい

ては、随時または定期的に取締役会に報告を行っています。なお、子会社等の経営
管理においては、法令等に抵触しない範囲で実施することに加え、DBJグループと
の間で生じた利益相反に起因して、お客様の利益を不当に害することがないよう、
「利益相反管理規程」の考え方に基づき、適切に対応しています。

コーポレート・ガバナンス体制一覧表

機関設計の形態 取締役会・監査役（監査役会）設置会社

取締役の人数 10名

　うち、社外取締役の人数 2名

当事業年度の取締役会開催回数 14回

監査役の人数 5名

　うち、社外監査役の人数 3名

当事業年度の監査役会開催回数 16回

執行役員制度の採用 有

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ
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取締役会

　取締役会は10名で構成されています。経営の透明性確保の観点から、そのうち
2名を社外取締役としています。
　取締役会においては、経営計画、事業計画及び予算等の経営戦略や、企業理念、
サステナビリティ、投融資等に関する基本方針等の決定等を行うとともに、投融資
実績や統合リスクの状況等について報告を受けるなど、業務執行状況の監督を実
施しています。
　2022年度は取締役会を14回開催し、以下の決議、報告等がなされました。

決議事項

44件 
・第5次中期経営計画の強化・見直し 
・2023年度事業計画・総合予算等の決定 
・重要な内部規程の改定　等

報告事項

44件 
・投融資実績 
・統合リスクの状況 
・2023年度投資方針　等

取締役会の諮問機関 

　DBJの経営における透明性・客観性を確保する観点から、下記の取締役会の諮
問機関等を設置しています。

業務監査委員会
　取締役会より内部監査に関する重要事項を決定及び審議する権限を委任される
機関として業務監査委員会を設置しています。なお、2022年度においては、2回開
催しています。

報酬委員会
　取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を社外役員とする報酬委員会を設
置し、DBJの取締役の報酬制度等について審議を行うとともに、DBJにふさわしい
報酬制度のあり方等について検討を行っています。
　DBJにおける役員報酬の基本的な考え方は以下の通りです。
• 役員の報酬に関する社会的動向を踏まえること
•  DBJの経済価値と社会価値の実現に向けた、単年度及び中長期的な取組への動
機づけとなること

　これらの基本的考え方に基づき、DBJの役員報酬は、「固定報酬」「役員賞与（業
績連動報酬）」「役員退職慰労金」で構成しています。
　①「固定報酬」は、役職に基づく額を毎月支給しています。
　② ｢役員賞与」は、各取締役の年度の業務実績に基づき支給するものであり、役

職に基づく基準額に、連結当期純利益の目標額に対する達成度に応じて予め
定めた支給率に応じ決定される定量評価部分、及び各取締役の担当部門の業
績達成度等を総合的に勘案し予め定めた支給率に応じ決定される定性評価部
分により構成されています。なお、業績指標としては、DBJの業績を最も正確に
反映すると考えられることから、連結当期純利益（2022年3月期59,098百万
円）を採用しています。

価値創造ストーリーイントロダクション 戦略 ガバナンス データ
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　③「役員退職慰労金」は、各役員の中長期の功労に対し退任時に支給しています。
　取締役の報酬構成については、以下の通りです。
　常勤取締役については、「固定報酬」「役員賞与」に加えて 「役員退職慰労金」に
て構成しています。非常勤取締役については、独立性の観点から「固定報酬」に一
本化しています。
　監査役の報酬構成については、常勤監査役は「固定報酬」に加えて「役員退職慰労
金」にて構成しています。非常勤監査役については、「固定報酬」に一本化しています。
　取締役の報酬等の額は、取締役の報酬に関する社会的動向、DBJの業績、職員
給与との衡平、その他報酬水準の決定に際して斟酌すべき事項を勘案のうえ、取締
役の職位及び職責に応じ、報酬委員会での審議を踏まえて、株主総会にて承認さ
れた報酬上限額の範囲内で取締役会の決議を経て決定しています。取締役の報酬
にかかる総額は、2017年6月29日開催の定時株主総会において、その上限を年
270百万円とすることが決議されており、取締役の員数は、定款において、13人以
内と定められています。取締役会は、透明性や客観性を確保するため取締役会の
諮問機関として設置された報酬委員会の諮問を経ていること、取締役各人の報酬
は連結当期純利益をはじめ多面的な評価に基づき決定される旨説明されているこ
とから、2008年10月1日制定（2010年6月29日最終改正）の取締役報酬規程及び
2022年6月29日付取締役会決議に基づき、代表取締役（取締役会長・取締役社
長・取締役副社長）に対して、取締役各人の報酬の決定を一任しています。なお、役
員退職慰労金は、株主総会の決議を経て支給しています。また、監査役の報酬にか
かる総額は、2008年9月22日開催の創立株主総会において、その上限を年80
百万円とすることが決議され、この範囲内で監査役の協議を経て決定しています。
監査役の員数は、定款において、5人以内と定められています。
　報酬委員会は、2008年に、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から設
置しています。メンバーの過半を社外役員で構成することで、独立社外役員の適切
な関与と助言を得られる体制としています。

2022年度開催回数 2回

2022年度報酬委員会構成員
木下 康司  代表取締役 
渡辺 一  代表取締役*1

三村 明夫  社外取締役 
植田 和男  社外取締役*2

山﨑 俊男 社外監査役*3

* 1 渡辺一は、2022年6月29日に退任、山﨑俊男氏は、同日に辞任しています。
*2 植田和男氏は、2023年3月31日に辞任しています。

2022年度役員報酬*1

区分 支給人数（名） 報酬等*2（百万円）
取締役（社外取締役を除く） 10 227
監査役（社外監査役を除く） 2 41
社外役員 6 63
計 18 332

*1  支給人数及び報酬等の額には、当事業年度に退任した取締役2名及び辞任した取締役1名ならびに辞任した監査
役1名が含まれています。

*2  報酬等の額には、役員退職慰労引当金繰入額が含まれています。

人事評価委員会
　社外取締役を含む外部有識者からなる人事評価委員会を設置し、取締役及び監
査役の選任等にかかる人事案の評価を行っています。
2022年度開催回数 1回

2022年度人事評価委員会構成員
秋池 玲子 ボストン・コンサルティング・グループ日本共同代表 
奥 正之 株式会社三井住友フィナンシャルグループ名誉顧問*1

釡 和明 株式会社ＩＨＩ特別顧問 
佐久間 英利 株式会社千葉銀行取締役会長（代表取締役） 
根津 嘉澄 東武鉄道株式会社代表取締役会長 
三村 明夫 社外取締役
植田 和男 社外取締役*2

*1 奥正之氏は、2022年6月29日に退任しています。
*2 植田和男氏は、2023年3月31日に辞任しています。
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アドバイザリー・ボード
　2008年10月に株式会社として設立されて以来、経営全般に対する助言等を行う、
経営会議の諮問機関としてアドバイザリー・ボードを設置してきました。2015年DBJ
法改正において、当分の間、DBJに対し、その業務を行うにあたって他の事業者と
の間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することが義務づけら
れたことから、同ボードを改めて取締役会の諮問機関として位置づけ、民間金融機
関との適正な競争関係の確保に関しても従来にも増して重要な事柄として審議・評
価を受けることとしています。同ボードは産業、インフラ、地域、金融分野などの社
外有識者と社外取締役により構成されています。
　2022年度に2回開催した同ボードにおいては、主に、2022年度（第15期）事業
計画に基づく第5次中期経営計画で掲げる施策の実績化や、リスクマネー供給者の
裾野拡大に向けて引き続き取り組むことを期待する旨の意見等が寄せられました。
　これらを踏まえ、民間金融機関との一層の協調に加えて、リスクマネー提供等に
かかる積極的なノウハウ提供等を引き続き行うとともに、DBJグループの機能を活
用しながらお客様の課題解決へ取り組むこととしています。今後も適切なモニタリン
グに努め、意見交換会の実施等を通じて、民間金融機関との協調や適正な競争関
係に配意した取組を推進していきます。

社外有識者（五十音順、敬称略、2023年6月末時点）

秋池 玲子 ボストン・コンサルティング・グループ日本共同代表

釡 和明 株式会社ＩＨＩ特別顧問

國部 毅 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長

佐久間 英利 株式会社千葉銀行取締役会長（代表取締役）

根津 嘉澄 東武鉄道株式会社代表取締役会長

社外取締役（敬称略、2023年6月末時点）

齋木 尚子 外務省参与

進藤 孝生 日本製鉄株式会社代表取締役会長

特定投資業務モニタリング・ボード
　2015年DBJ法改正において措置された特定投資業務につき、対象案件ごとに政
策目的との整合性を含む業務の実績や、民業の補完・奨励及び適正な競争関係の
確保等の状況について審議・評価を受けるため、特定投資業務モニタリング・ボー
ドを取締役会の諮問機関として設置しています。同ボードは民間金融機関及び資本
市場関係者などからの社外有識者により構成されています。
　また、他の事業者との適正な競争関係の確保にかかる状況等を検証するため、 
（一社）全国銀行協会、（一社）全国地方銀行協会及び（一社）第二地方銀行協会（会
員の民間金融機関を含む）との間で定期的に意見交換会を実施しています。
　2022年度に2回開催した同ボードでは、特定投資業務に関して、1兆円超の投融
資決定を行うなど順調に業務が進捗し、民間の呼び水効果も着実に表れていること
に加え、新型コロナウイルス感染拡大におけるリスクマネー供給につきご評価いた
だいたほか、引き続き地域金融機関との連携、スタートアップ支援及びカーボンニュー
トラルの実現に資する事例の積み上げを含め、民間金融機関からのリスクマネー供
給の推進に努められたいとの意見がありました。
　これらを踏まえ、地域金融機関との共同ファンド経由の案件等を通じ、リスクマネー
供給等にかかるノウハウ提供等を引き続き行い、専門的知識を蓄えた人材の育成、地
域のモデル案件の横展開を進めるとともに、DBJが知見を有する産業分野での適切
な事業性評価やリスクシェアの工夫等を通じて、民間金融機関等との協調によるリス
クマネー供給拡大に努めます。
　また、スタートアップの創出・育成、オープンイノベーションの推進及びグリーン社
会の実現に資する事業等への取組に対しても、特定投資業務を活用しつつ、民間金
融機関等との協調にも配意しながら、リスクマネーの供給を一層強化していきます。

社外有識者（五十音順、敬称略、2023年6月末時点）

遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問

國部 毅 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長

佐久間 英利 株式会社千葉銀行取締役会長（代表取締役）

田代 桂子 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長

辻 松雄 一般社団法人全国銀行協会副会長兼専務理事

津曲 貞利 日本ガス株式会社代表取締役社長
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経営会議

　取締役会より業務執行の決定権限等を委任する機関として経営会議を設置して
います。経営会議は、経営に関する重要事項の決定のほか、取締役会の意思決定
に資するため取締役会決議事項を事前に審議します。なお、2022年度においては、
32回開催しています。また、経営会議の諮問機関または一定の事項の決定を委任
する機関として、各種委員会等を設置しています。

経営会議傘下の社内委員会等

名称 役割

ALM・リスク 
管理委員会

ポートフォリオのリスク管理及びALM運営に関する重要事項の決
定及び審議

一般リスク 
管理委員会

オペレーショナル・リスク管理、システムリスク管理、法令等遵守、
反社会的勢力等への対応等、マネーローンダリング及びテロ資金
供与対策、顧客保護等管理等に関する重要事項の決定及び審議

投融資決定委員会 投融資案件及び投融資管理案件に関する決定及び審議ならびに
海外業務の戦略及び運営・管理態勢に関する決定及び審議

新業務等審査会 新業務等の取組の開始に関する決定及び審議

投融資審議会 投融資案件の事前審議及びモニタリングならびに海外業務の 
戦略及び運営・管理態勢に関する事項の審議

サステナビリティ 
委員会

経済価値と社会価値の両立及びステークホルダーとの対話に 
関する事項の審議

投資統括会議 投資案件に関するモニタリング及びその高度化ならびに投資方針
の企画立案に関する審議

監査

監査役会及び監査役
　監査役会は5名の監査役で構成され、会社法の規定に基づき、半数以上（3名）は
社外監査役としています。なお、常勤監査役は3名で、うち1名は社外監査役です。
監査役会及び監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務の執行を
監査しています。
　監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの
業務執行状況等の聴取、重要書類の閲覧、本支店各部・子会社の往査等を行って
います。
　社外監査役を含む監査役の職務を補助するために、監査役会の指揮のもとに、
監査役室を設置し、専任のスタッフを配属しています。

内部監査の実施
　DBJは、執行部門から独立した取締役社長直属の部署として監査部を設置し、業
務運営全般にかかる法令等遵守、リスク管理を含む内部管理態勢の適切性・有効
性について検証を行い、その評価及び改善のための提言を実施しています。監査
計画、監査報告等の内部監査に関する重要事項については、業務監査委員会で審
議決定され、取締役会に報告される仕組みとなっています。なお、2023年6月28日
時点の監査部の人員は20名です。

会計監査の実施
　DBJは、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社
法第396条第1項及び金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、会計
監査を受けています。

三様監査
　DBJでは、監査役、監査部及び会計監査人は、定期的ないし必要に応じて意見・
情報交換を行い、有効かつ適切な監査を行うための連携に努めています。

価値創造ストーリーイントロダクション 戦略 ガバナンス データ
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取締役常務執行役員
村上 努
経営企画部、情報企画部、管理部担当

1988年 日本開発銀行入行
2012年  当行ストラクチャードファイナンス 

グループ長
2015年 当行秘書室長
2017年 当行執行役員人事部長
2019年 当行常務執行役員
2021年 当行取締役常務執行役員

代表取締役社長
地下 誠二
1986年 日本開発銀行入行
2011年 当行特命担当執行役員
2013年 当行執行役員経営企画部長
2015年 当行常務執行役員
2018年 当行取締役常務執行役員
2020年 当行代表取締役副社長
2022年 当行代表取締役社長

代表取締役副社長
太田 充
1983年 大蔵省入省
2020年 財務事務次官
2023年 当行代表取締役副社長

代表取締役副社長
杉元 宣文
1988年 日本開発銀行入行
2013年 当行秘書室長
2015年 当行執行役員経営企画部長
2018年 当行常務執行役員
2020年 当行取締役常務執行役員
2022年 当行代表取締役副社長

取締役常務執行役員
北所 克史
業務企画部担当

1990年 日本開発銀行入行
2017年 当行企業戦略部長
2019年 当行執行役員人事部長
2021年 当行常務執行役員
2022年 当行取締役常務執行役員

取締役常務執行役員
清水 博
リスク統括部、経理部、審査部、 
法務・コンプライアンス部担当

1988年 日本開発銀行入行
2013年 当行シンジケーショングループ長
2015年 当行地域企画部長
2016年 当行執行役員業務企画部長
2018年 当行常務執行役員（関西支店長）
2021年 当行常務執行役員
2023年 当行取締役常務執行役員

取締役常務執行役員
窪田 昌一郎
企業投資第1部、企業投資第2部、 
企業投資第3部、企業戦略部担当

1990年 日本開発銀行入行
2014年 当行アセットファイナンス部長
2018年 当行執行役員企業投資部長
2020年 当行取締役常務執行役員

社外取締役
進藤 孝生
日本製鉄株式会社代表取締役会長

1973年 新日本製鐵株式會社入社
2009年 同社代表取締役副社長
2014年  新日鐵住金株式会社 

 （現 日本製鉄株式会社） 
代表取締役社長

2019年  日本製鉄株式会社代表取締役会長 
（現職）

2023年 当行取締役（現職）

取締役常務執行役員
原田 健史
財務部、シンジケーション・クレジット業務部、
金融法人部担当

1988年 大蔵省入省
2017年  財務省大臣官房付兼内閣官房 

内閣審議官（内閣官房副長官補付）兼 
内閣官房郵政民営化推進室副室長兼 
郵政民営化委員会事務局次長

2019年 財務省東北財務局長
2021年 当行取締役常務執行役員

社外取締役
齋木 尚子
外務省参与

1982年 外務省入省
2017年  同省研修所長
2020年  東京大学公共政策大学院 

客員教授
2020年 双日株式会社社外取締役（現職）
2020年 当行社外監査役
2023年 外務省参与（現職）
2023年 当行取締役（現職）

* 男性13名　女性2名（取締役・監査役のうち女性の比率13.3%）
* 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、該当事項はありません。
* 取締役 進藤 孝生氏及び齋木 尚子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
*  社外取締役である進藤 孝生氏は日本製鉄株式会社の代表取締役会長ですが、DBJとの間に特別な利害関係はありません。なお、DBJは、日本製鉄株式会社との通常の営業取引があります。また、社外取締役である齋木 尚子氏は双日株式会社の社外取締役
ですが、DBJとの間に特別な利害関係はありません。なお、DBJは、双日株式会社との通常の営業取引があります。その他の社外取締役及び社外監査役と、DBJとの間に特別な利害関係はありません。

* DBJは、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しています。

取締役 

取締役、監査役及び執行役員（2023年6月末時点） 価値創造ストーリーイントロダクション 戦略 ガバナンス データ
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常勤監査役
池田 和重
1991年 日本開発銀行入行
2015年 当行管理部長
2017年  DBJリアルエステート株式会社  

代表取締役社長
2018年 当行人事部担当部長
2020年 執行役員（内部監査担当）
2021年  株式会社コンシスト 

（現 DBJデジタル 
ソリューションズ株式会社）  
代表取締役 社長執行役員

2023年 当行常勤監査役

常務執行役員
高澤 利康
ストラクチャードファイナンス部、 
産業調査部、地域調査部担当

常務執行役員
原田 文代
GX関連部署統括、 
企業金融第4部・企業金融第5部補佐、 
設備投資研究所、南九州支店担当

執行役員
小林 真五
執行役員人事部長

常務執行役員
友定 聖二
企業金融第3部、北海道支店、 
新潟支店、東海支店担当

常務執行役員
町田 倫代
企業金融第4部担当

執行役員
森 裕一朗
執行役員業務企画部長

執行役員
大野 伸治
内部監査担当

執行役員
宮永 径
執行役員産業調査部長

執行役員
成清 正和
執行役員経営企画部長

執行役員
梶村 毅
執行役員審査部長

常務執行役員
佐藤 朋哉
企業金融第5部担当

常務執行役員
高田 佳幸
都市開発部、アセットファイナンス部、 
東北支店、北陸支店担当

常務執行役員
礒﨑 隆郎
企業金融第1部、 
企業金融第6部担当

常務執行役員
牧 裕文
関西支店、中国支店、 
四国支店、九州支店担当

常務執行役員
増田 真男
企業金融第2部、 
サステナブルソリューション部担当

執行役員
西尾 勲
金融法人担当

常勤監査役
中村 航洋
1992年 日本開発銀行入行
2016年 当行南九州支店長
2019年 当行経理部長
2021年 当行九州支店長
2023年 当行常勤監査役

常勤監査役（社外）
佐藤 仁
1984年  住友信託銀行株式会社入社
2015年  三井住友信託銀行株式会社 

常務執行役員
2021年  同社取締役専務執行役員
2022年 当行常勤監査役

社外監査役
道垣内 正人
1984年 東京大学教養学部助教授
1996年  同大学大学院法学 

政治学研究科教授
2004年  早稲田大学大学院 

法務研究科客員教授
2005年  同大学院 

法務研究科教授（現職）
2011年  長島・大野・常松法律事務所

シニア・カウンセル
2016年 東京大学名誉教授
2020年 当行監査役（現職）
2021年  Ｔ＆Ｋ法律事務所 

シニアカウンセル（現職）

社外監査役
金子 裕子
1980年 札幌テレビ放送株式会社入社
1989年  太田昭和監査法人 

（現 EY新日本有限責任 
監査法人）入所

2018年  早稲田大学商学学術院会計
研究科教授

2018年  株式会社商工組合中央金庫
社外監査役

2019年  神奈川中央交通株式会社 
社外取締役（現職）

2020年  三菱ＵＦＪリース株式会社 
社外監査役

2021年  三菱ＨＣキャピタル株式会社 
社外取締役（現職）

2022年   横浜ゴム株式会社社外取締役
（現職）

2023年 当行監査役（現職）

* 監査役 佐藤 仁氏、道垣内 正人氏及び金子 裕子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
*  社外監査役である金子 裕子氏は神奈川中央交通株式会社の社外取締役、三菱ＨＣキャピタル株式会社の社外
取締役及び横浜ゴム株式会社の社外取締役ですが、DBJとの間に特別な利害関係はありません。なお、DBJは、
神奈川中央交通株式会社、三菱ＨＣキャピタル株式会社及び横浜ゴム株式会社との通常の営業取引があります。

監査役
社外取締役メッセージ

執行役員（取締役兼務者を除く）

社外取締役
進藤 孝生

　2023年より社外取締役を務める
こととなりました。これまで、特定投
資業務モニタリング・ボードにおい
てDBJグループの適切な業務遂行
についてコメントさせていただいて
おりましたが、不確実性を増す時代
において社会課題が多岐にわたる
なかで、課題解決に向けた貢献を
進めていくDBJグループの組織運
営につき、ガバナンス面を含めた多
角的な視点から助言できるよう、そ
の任をしっかりと果たしてまいります。

社外取締役
齋木 尚子

　2023年社外取締役を拝命しま 
した。重責に身の引き締まる思い
です。厳しさを増す国際情勢及び
多様化するリスクを踏まえ、これま
での知見を活かし、中長期的視点
に基づくガバナンス強化のために
積極的役割を果たしてまいります。
カーボンニュートラルの達成を含む
グローバルな課題解決に向けた取
組や、多様なステークホルダーの皆
様との対話に基づく協働など、DBJ
グループの追求する経済価値と社
会価値の両立に向けて、適切に助
言、監督を行っていきたいと考えて
おります。執行役員

伊東 徹二
執行役員企業金融第5部長
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コンプライアンスに関する基本的な考え方

　コンプライアンスは経営の根幹であり、ビジネスモデルや経営戦略と表裏一体とな
るものであって、企業理念を実践するうえでリスクとして組織の各レベルにおいて適
切な管理が求められるものであると考えています。そして、役職員一人ひとりが主体
的・能動的に業務に取り組むなかで、コンプライアンスマインドを育むことによって実
現されるものであると考えています。

業務運営とコンプライアンス

　DBJグループは、融資・投資・アドバイザリー・アセットマネジメント等の業務を
一体的に展開するユニークな金融グループであり、グループ内連携をより一層強化
しながら、能動的かつ先進的な業務戦略・基盤戦略を構築しています。DBJは、金融
機関としてお客様の期待に応えることを第一の責務として、お客様と密にコミュニ
ケーションを取りながら、法令等遵守にとどまらず、私たちに対する社会からの要請
に感度を持ち、顧客本位の業務運営を行うとともに、これらを遂行していくうえで現
業部門・管理部門・内部監査部門の三線が共にコンダクトリスク抑制に向けて適切
に機能することでコンプライアンスを全うしながら業務を実施しています。また、企業
理念を実現するためグループ役職員の判断・行動の基準として行動基準を定め、役
職員一人ひとりが経済価値と社会価値を追求しながら業務を行っています。

コンプライアンス態勢の概要

　コンプライアンスに関する基本方針や規程類を定めるとともに、役職員一人ひとり
がコンプライアンスを実践するため、コンプライアンスマニュアルを策定、配布し、研
修・説明会の実施等によりその内容の周知徹底を図っています。また、年度ごとにDBJ
グループ各社でコンプライアンスプログラムを策定し、各社の実情に沿ってコンプライ
アンスに関する具体的な行動計画を実践し、検証しています。
　コンプライアンス関連部署を設置し、経営会議や取締役会に対して法令等遵守の状
況に関する報告を実施しています。また、各部店の役職員によるコンプライアンス確保
のため、各部店にコンプライアンスオフィサーを置いています。コンプライアンスオフィ

サーは、内部管理責任者として内部管理を行うとともに部店内のコンプライアンスに
関する事項を総括し、コンプライアンス関連事項の報告・連絡窓口として機能していま
す。コンプライアンス関連部署は、コンプライアンスオフィサーを通じ、必要に応じて各
部店に助言・指導等を行うことで、コンプライアンスの確保に努めています。さらに、
コンプライアンスに関する問題を早期に把握し解決するため、通常の職制ラインによ
る報告ルートとは別に、コンプライアンス関連部署や常勤監査役に内部通報窓口を設
けているほか、法律事務所にも社外窓口を設置しています。　
　なお、改正公益通報者保護法を踏まえて通報者保護を徹底するとともに、制度の更
なる信頼性向上を図っているほか、グループ各社においてもDBJに準じた通報対応が
実現できるよう態勢整備を進めています。

取締役会

職員

コンプライアンス関連部署

全部店・グループ子会社
コンプライアンスオフィサー

経営会議

常勤 
監査役

一般リスク 
管理委員会

 通常の報告ルート
 内部通報
 コンプライアンス・ホットライン

コンプライアンス レポートライン

社外弁護士

特に関連するマテリアリティ

リスクマネー供給に 
向けた経営基盤強化
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DBJグループの具体的な取組

　法令等遵守をお客様からの信頼の維持、業務の健全性及び適切性確保のため必
要不可欠なものであると考えており、法令等遵守の徹底を経営の最重要課題のひと
つとして位置づけています。役職員は、公共的使命と社会的責任の重みを深く自覚す
るなかでコンダクトリスクの抑制に向けて意識を涵養し、リスクマネーの供給や時代
を先取りする取組においても、あらゆる法令やルールを遵守するにとどまらず、社会
的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正に業務を遂行していきます。

インサイダー取引未然防止態勢
　投融資一体型の金融サービスを提供するうえで、インサイダー取引規制の遵守が信
頼維持のために不可欠なものであると考えています。役職員の株券等の売買等につ
いて規程を設けているほか、投資業務における厳格な取引の確認・執行手続や調査
業務における会社情報の慎重な管理や取り扱いを定め、インサイダー取引未然防止
態勢を構築しています。

反社会的勢力等との関係遮断
　「反社会的勢力に対しては、警察等の外部機関とも適切に連携しつつ毅然として対
処し、一切の関係を遮断する」旨の基本方針のもと、規程類の整備や研修実施等の徹
底に努めています。個別事案ごとに丁寧にリスクを把握・管理し、必要に応じて外部
専門機関とも連携しながら、適切に対処しています。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策
　グローバルな事業を展開するなかで、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対
策の重要性を認識しており、FATF（Financial Action Task Force）や監督当局の視点
に沿った、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の強化を進めています。為
替取引の取り扱いがなく預金を受け入れていませんが、その業態等に応じたリスク評
価を実施し、リスクに応じ対策を実施しています。適切な手続実施のための態勢確保
や定期的なリスク管理業務の実施に加え、役職員の研修実施等の徹底にも努めてい
ます。また、諸施策について検証を実施し、継続的に態勢強化を図っています。

腐敗行為の防止に向けた取組
　DBJの公共性に鑑みて、DBJ法には役職員が職務に関し不正な報酬を収受しては
ならない旨の定めが設けられているほか、内部規程類にて役職員が取引先等と接触
する際の留意事項を定めています。また、DBJによる腐敗行為の防止のみならず、利
用する第三者や投融資等の関係者が腐敗行為に関与することを防止するための取組
を行っています。

顧客保護に関する方針

　「お客様視点」を重要な行動基準のひとつとして定め、お客様本位の業務運営を目
指すなかで、お客様の保護及び利便性の向上の観点のみならず、業務の健全性及び
適切性の観点から、顧客保護に関する基本方針を策定し、顧客保護等管理態勢を整
備しています。役職員は、お客様への適切かつ十分な情報提供や説明等を通じてお
客様のサポートを実施しています。

利益相反管理
　融資・投資・アドバイザリー・アセットマネジメント等の金融サービスをお客様に提
供するうえで、DBJグループの利益を優先してお客様の利益が不当に害されることが
ないよう、利益相反のおそれのある取引について取引類型やリスクの程度に応じて管
理する態勢を構築しています。また、取引に際して、お客様から同意を取得する際には、
適切かつ十分な説明を実施するなどの措置を講じています。

顧客情報管理
　グループ会社との顧客情報の共有に関する規制やインサイダー取引未然防止、利
益相反管理といった法令上の要請にとどまらず、お客様からの信頼維持の観点から、
顧客情報の管理には細心の注意を払っており、顧客情報を慎重に取り扱うための管
理態勢やシステムを構築しています。
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